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今
号
で
お
話
す
る
の
は
、
Ｅ
Ｍ
Ｃ

（
E
l
e
c
t
r
o
‐
M
a
g
n
e
t
i
c 

C
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
）、 

日
本
語
で
は“
電
磁
環
境
両
立
性
”と
い

う
指
令
に
つ
い
て
で
す
。

　

ま
ず
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
電
気

機
器
等
か
ら
発
生
す
る
電
磁
的
な
干
渉

に
よ
り
、
ほ
か
の
電
子
機
器
が
誤
動
作

を
起
こ
し
た
り
、
人
体
へ
の
悪
影
響
を

生
じ
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
規
制
の

こ
と
で
す
。
E
M
C
対
策
と
し
て
、
周

囲
へ
影
響
を
及
ぼ
す
電
磁
波
を
示
す
Ｅ

Ｍ
Ｉ（
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）と
、
外
部
か
ら

の
影
響
を
受
け
る
電
磁
的
妨
害
の
耐
性

を
示
す
Ｅ
Ｍ
Ｓ（
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）が
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
電
気
製
品
は
、
こ
の

両
方
の
評
価
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
や
家
電
製
品
の
裏
側
を
見

て
み
る
と
、
Ｃ
Ｅ
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
、
Ｖ
Ｃ
Ｃ

⑩

Ｉ
マ
ー
キ
ン
グ
等
の
ロ
ゴ
が
添
付
し
て

あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
電
波

障
害
の
安
全
証
明
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

特
定
地
域
で
の
販
売
及
び
流
通
を
行
う

際
に
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

マ
ー
ク
の
詳
細
は
次
の
通
り
で
す
。

Ｃ
Ｅ
マ
ー
キ
ン
グ

　

Ｃ
Ｅ
マ
ー
キ
ン
グ
と
は
、
1
9
6
6

年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
定
め
た
指
令

で
す
。
Ｅ
Ｕ
地
域
で
流
通
す
る
指
定
製

品
へ
の
マ
ー
ク
付
け
が
義
務
化
さ
れ
お

り
、
Ｅ
Ｕ
地
域
で
は
こ
の
安
全
規
制
に

適
合
し
て
い
な
い
製
品
の
販
売
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
マ
ー
ク
は
Ｅ
Ｕ

に
限
ら
ず
、
日
本
で
も
よ
く
見
か
け
る

安
全
マ
ー
ク
で
す
。

　

主
な
対
象
製
品
は
、
ノ
ー
ト
型
パ
ソ

コ
ン
、
洗
濯
機
、
コ
ピ
ー
機
、
Ａ
Ｖ
機

器
、
照
明
器
具
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
製
品
等

の
す
べ
て
の
電
気
製
品
で
す
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
マ
ー
キ
ン
グ

　

Ｆ
Ｃ
Ｃ
と
は
、
情
報
通
信
機
器
の
許

認
可
及
び
規
制
を
管
理
す
る
独
立
機
関

「
連
邦
通
信
委
員
会
」の
略
称
で
す
。
本

規
制
で
定
め
ら
れ
た
電
波
障
害
の
基
準

に
適
合
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
マ
ー
ク
を
取
得
し

な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
の
販
売
を
許

可
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
規
格
は
、
オ
フ
ィ
ス
及
び
工
場

向
け
の
機
器
「
ク
ラ
ス
Ａ
」
と
、
家
庭

向
け
の
「
ク
ラ
ス
Ｂ
」
の
二
つ
に
分
か

れ
て
お
り
、
ク
ラ
ス
Ａ
で
は
ク
ラ
ス
Ｂ

の
約
３
倍
の
電
波
障
害
が
許
可
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

主
な
対
象
製
品
は
、
ノ
ー
ト
型
パ
ソ

コ
ン
、
コ
ピ
ー
機
、
Ａ
Ｖ
機
器
、
ワ
イ

ヤ
レ
ス
製
品
等
の
機
器
で
す
。

Ｖ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
マ
ー
キ
ン
グ

　

日
本
の
規
制
で
あ
る
Ｖ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
は
、

「
情
報
処
理
装
置
等
電
波
障
害
自
主
規

制
協
議
会
」
の
略
称
で
す
。
こ
の
協
議

会
は
、
大
手
電
気
メ
ー
カ
ー
等
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
メ
ー
カ
ー
が

会
員
と
な
り
自
主
規
制
を
行
っ
て
い
ま

す
。
Ｖ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
は
日
本
版
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
よ

う
な
も
の
で
、
情
報
通
信
機
器
の
電
波

妨
害
の
規
格
に
対
す
る
指
針
及
び
規
制

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
基
準
も
Ｆ
Ｃ

Ｃ
と
同
様
、
オ
フ
ィ
ス
及
び
工
場
で
使

用
さ
れ
る
機
器
「
ク
ラ
ス
Ａ
」
と
、
家

庭
環
境
で
使
用
さ
れ
る
機
器
「
ク
ラ
ス

Ｂ
」
が
あ
り
、
ク
ラ
ス
Ｂ
に
対
す
る
基

準
の
方
が
、
ク
ラ
ス
Ａ
よ
り
一
層
厳
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
日
本
に
は
電
波
障
害
に
関
す

る
法
律
が
な
い
た
め
、
Ｖ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
は
Ｃ

Ｅ
や
Ｆ
Ｃ
Ｃ
マ
ー
ク
と
異
な
り
、
同
協

議
会
の
会
員
で
な
け
れ
ば
こ
の
マ
ー
ク

を
添
付
し
な
く
て
も
日
本
国
内
で
販
売

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
対
象
製
品
は
、 

パ
ソ
コ
ン
、
モ

ニ
タ
ー
等
の
Ｉ
Ｔ
関
連
機
器
で
す
。

　

こ
れ
ら
規
制
の
適
正
評
価
を
行
う
た

め
に
は
、
外
部
か
ら
の
電
波
妨
害
を
遮

断
す
る
大
型
の
1
0
m 

Ｅ
Ｍ
Ｃ
チ
ャ

ン
バ
ー
等
の
電
波
障
害
検
査
設
備
が
必

要
で
あ
り
、
正
確
か
つ
信
頼
性
の
高
い

測
定
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
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